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一 般 国 道 1 3 4 号 道 路 改 築 事 業 （ 神 奈 川 県

茅 ヶ 崎 市 中 海 岸 四 丁 目 地 内 及 び 道 建 同

市 柳 島 字 向 川 原 地 内 ） に 係 る 事 業 認 定

理 由

第 １ 起 業 者 の 名 称 神 奈 川 県

第 ２ 事 業 の 種 類 一 般 国 道 1 3 4 号 道 路 改 築 事 業

（ 神 奈 川 県 茅 ヶ 崎 市 中 海 岸 四 丁 目 地 内 及 び 同

県 同 市 柳 島 字 向 川 原 地 内 ）

第 ３ 起 業 地

１ 収 用 の 部 分 神 奈 川 県 茅 ヶ 崎 市 中 海 岸 四 丁

目 地 内 及 び 同 県 同 市 柳 島 字 向 川 原 地 内

２ 使 用 の 部 分 な し

第 ４ 事 業 の 認 定 を し た 理 由

平 成 1 5 年 1 1 月 ６ 日 に 神 奈 川 県 よ り 申 請 の あ

っ た 一 般 国 道 1 3 4 号 道 路 改 築 事 業 （ 神 奈 川 県
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茅 ヶ 崎 市 中 海 岸 四 丁 目 地 内 及 び 同 県 同 市 柳 島

字 向 川 原 地 内 ） （ 以 下 「 本 件 事 業 」 と い う 。

） に 関 す る 事 業 認 定 の 理 由 は 、 以 下 の と お り

で あ る 。

１ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 道 路 法 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0

号 ） 第 ３ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 一 般 国 道 に 関 す る

工 事 で あ り 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲 げ

る 道 路 法 に よ る 道 路 に 関 す る 事 業 に 該 当 す る 。

こ の た め 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条

第 １ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

２ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 神 奈 川 県 藤 沢 市 片 瀬 海 岸 二 丁

目 地 内 か ら 同 県 茅 ヶ 崎 市 柳 島 字 向 川 原 地 内 ま



- 3 -

で の 延 長 1 0 , 4 0 0 ｍ の 区 間 （ 以 下 「 本 件 区 間 」

と い う 。 ） を 全 体 計 画 区 間 と す る 一 般 国 道 1 3

4 号 （ 以 下 「 本 路 線 」 と い う 。 ） の 改 築 事 業 で

あ る 。

本 路 線 は 、 道 路 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （

昭 和 3 9 年 法 律 第 1 6 3 号 ） （ 以 下 「 改 正 法 」 と

い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 道 路 法 の 規 定 に よ る

二 級 国 道 で あ っ た こ と か ら 、 本 件 事 業 は 、 改

正 法 附 則 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 一 般 国 道 の 改

築 工 事 で あ る と 認 め ら れ る 。 ま た 、 本 路 線 は 、

一 般 国 道 の 指 定 区 間 を 指 定 す る 政 令 （ 昭 和 3 3

年 政 令 第 1 6 4 号 ） に よ る 指 定 を 受 け た 一 般 国

道 で は な い こ と 及 び 本 件 区 間 の 存 す る 区 域 が

神 奈 川 県 で あ る こ と か ら 神 奈 川 県 が 道 路 法 第

1 3 条 の 規 定 に よ り 本 件 区 間 の 道 路 管 理 者 と な

る の で 、 神 奈 川 県 は 本 件 事 業 を 施 行 す る 権 能
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を 有 す る と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0

条 第 ２ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

３ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利

益 に つ い て

本 件 事 業 は 、 本 件 区 間 に お け る 本 路 線 の

車 道 の 拡 幅 及 び 自 転 車 歩 行 者 道 を 整 備 す る

こ と に よ り 、 交 通 混 雑 の 緩 和 を 図 り 、 将 来

の 交 通 需 要 に 対 応 す る と 同 時 に 、 歩 行 者 等

の 安 全 か つ 円 滑 な 通 行 の 確 保 を 目 的 と す る 、

道 路 構 造 令 （ 昭 和 4 5 年 政 令 第 3 2 0 号 ） 第 ４

種 第 １ 級 の 規 格 に 基 づ く 延 長 1 0 , 4 0 0 ｍ の 道

路 の 拡 幅 に 係 る 事 業 で あ る 。

本 路 線 が 通 過 す る 周 辺 地 域 は 、 神 奈 川 県
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内 は も ち ろ ん 首 都 圏 有 数 の レ ク リ エ ー シ ョ

ン ゾ ー ン と し て 発 展 し て い る と 同 時 に 、 本

路 線 の 約 9 0 ％ が 相 模 湾 に 面 し て い る た め 、

ド ラ イ ブ コ ー ス と し て も 有 名 で あ る 。 ま た 、

首 都 圏 の ベ ッ ド タ ウ ン と し て 発 展 し て き て

お り 、 人 口 の 増 加 傾 向 に 伴 う 自 動 車 交 通 量

に つ い て も 今 後 の 増 大 が 見 込 ま れ て い る 。

こ の よ う な 状 況 に も か か わ ら ず 、 本 路 線 の

一 部 区 間 は 、 道 路 幅 員 が 1 2 ｍ ～ 1 5 ｍ の ２ 車

線 道 路 で あ る た め 、 慢 性 的 な 交 通 渋 滞 が 発

生 し て お り 、 平 成 1 1 年 度 全 国 道 路 交 通 情 勢

調 査 に よ る と 自 動 車 交 通 量 3 4 , 5 0 4 台 ／ 日 、

混 雑 度 1 . 4 3 と 高 い 値 を 示 し て い る 。 ま た 、

歩 道 に つ い て は 、 現 況 の 幅 員 が 約 1 . 5 ｍ で

大 部 分 の 区 間 が 片 側 歩 道 で あ る こ と か ら 、

歩 行 者 等 の 安 全 な 通 行 が 著 し く 阻 害 さ れ て
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い る 。 こ れ ら の こ と か ら 、 本 路 線 が 有 す る

主 要 幹 線 道 路 と し て の 機 能 を 果 た す こ と が

で き な い ば か り か 、 周 辺 の 生 活 道 路 に ま で

通 過 交 通 が 入 り 込 む 等 の 影 響 が 生 じ て い る

状 況 で あ る 。

本 件 事 業 の 施 行 に よ り 、 道 路 構 造 令 で 規

定 す る 自 転 車 歩 行 者 道 を 備 え た 第 ４ 種 第 １

級 の ４ 車 線 を 有 す る 道 路 が 整 備 さ れ る こ と

か ら 、 安 全 か つ 円 滑 な 交 通 が 確 保 さ れ 、 茅

ヶ 崎 市 周 辺 の 輸 送 力 の 増 強 、 所 要 時 間 の 短

縮 、 車 両 走 行 経 費 の 節 減 及 び 交 通 事 故 の 防

止 等 に 寄 与 す る も の と 認 め ら れ る 。

な お 、 本 件 事 業 は 昭 和 3 2 年 1 2 月 ７ 日 に 都

市 計 画 決 定 、 平 成 ４ 年 ６ 月 ２ 日 に 都 市 計 画

の 変 更 決 定 さ れ た 藤 沢 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３

・ １ 号 国 道 1 3 4 号 線 及 び 昭 和 2 8 年 ９ 月 3 0 日
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に 都 市 計 画 決 定 、 平 成 ４ 年 ６ 月 ２ 日 に 都 市

計 画 の 変 更 決 定 さ れ た 茅 ヶ 崎 都 市 計 画 道 路

３ ・ ３ ・ １ 号 国 道 1 3 4 号 線 に 整 合 す る も の

で あ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り

得 ら れ る 公 共 の 利 益 は 、 相 当 程 度 存 す る と

認 め ら れ る 。

( 2 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益 に つ

い て

本 件 事 業 は 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年

法 律 第 8 1 号 ） 及 び 神 奈 川 県 環 境 影 響 評 価 条

例 （ 昭 和 5 5 年 神 奈 川 県 条 例 第 3 6 号 ） 等 に 定

め る 環 境 影 響 評 価 の 対 象 事 業 に 該 当 し な い

こ と か ら 、 環 境 影 響 評 価 は 実 施 さ れ て い な

い が 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益

に つ い て 考 察 す る に 、 道 路 供 用 後 の 騒 音 、
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振 動 及 び 大 気 汚 染 に 起 因 す る 周 辺 環 境 へ の

影 響 が 考 え ら れ る 。 こ の こ と に つ い て 、 起

業 者 で あ る 神 奈 川 県 が 自 動 車 走 行 に よ る 騒

音 、 振 動 及 び 大 気 質 に つ い て 任 意 で 検 討 し

た と こ ろ 、 環 境 基 本 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 9 1

号 ） の 規 定 に 基 づ く 騒 音 、 二 酸 化 窒 素 及 び

大 気 の 汚 染 に 係 る 環 境 基 準 の 基 準 値 を 下 回

る こ と 及 び 振 動 規 制 法 （ 昭 和 5 1 年 法 律 第 6 4

号 ） に 定 め る 道 路 交 通 振 動 に 係 る 要 請 限 度

の 範 囲 内 と な る こ と 等 が 認 め ら れ る 。

以 上 を 踏 ま え る と 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ

り 失 わ れ る 利 益 は 軽 微 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 比 較 衡 量

( 1 ) で 述 べ た 得 ら れ る 公 共 の 利 益 と ( 2 ) で

述 べ た 失 わ れ る 利 益 を 比 較 衡 量 し た 結 果 、

本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益
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が 失 わ れ る 利 益 に 優 越 す る と 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用

法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ

れ る 。

４ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性

本 件 事 業 は 、 ３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 本

路 線 の 車 道 の 拡 幅 及 び 自 転 車 歩 行 者 道 を 整

備 す る こ と に よ り 、 交 通 混 雑 の 緩 和 を 図 り 、

将 来 の 交 通 需 要 に 対 応 す る と 同 時 に 、 歩 行

者 等 の 安 全 か つ 円 滑 な 通 行 の 確 保 を 図 る こ

と を 目 的 と す る も の で あ り 、 で き る だ け 早

期 に 交 通 の 安 全 を 確 保 す る 必 要 が あ る も の

と 認 め ら れ る 。

ま た 、 神 奈 川 県 が 平 成 ９ 年 ３ 月 に 策 定 し
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た 「 か な が わ 新 総 合 計 画 2 1 」 の 主 要 施 策 「

交 流 幹 線 道 路 網 の 整 備 」 に お い て 、 本 路 線

に つ い て は 、 平 成 1 7 年 度 ま で に 整 備 す る 旨

が 定 め ら れ て い る ほ か 、 神 奈 川 県 の 防 災 対

策 の 根 幹 を な す 計 画 の ひ と つ で あ る 「 神 奈

川 県 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 、 平 成 ８ 年 に

本 件 区 間 を 含 む 区 間 が 大 震 災 発 生 時 に お け

る 緊 急 交 通 路 指 定 想 定 路 線 に 指 定 さ れ 、 更

に 、 平 成 1 2 年 に は 本 路 線 全 線 が 緊 急 輸 送 路

に 指 定 さ れ て い る 。

以 上 を 踏 ま え る と 、 本 件 事 業 を 早 期 に 施

行 す る 必 要 性 は 高 い も の と 認 め ら れ る 。

( 2 ) 起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合

理 性

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 道 路 構

造 令 に 定 め る 規 格 に 基 づ き 必 要 な 範 囲 で あ
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る と 認 め ら れ る 。

ま た 、 収 用 の 範 囲 は 、 す べ て 本 件 事 業 の

用 に 恒 久 的 に 供 さ れ る も の で あ る こ と か ら 、

収 用 又 は 使 用 の 範 囲 の 別 に つ い て も 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 収 用 す る 公 益 上 の 必 要 性

以 上 に か ん が み れ ば 、 本 件 事 業 は 、 土 地

を 収 用 す る 公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る た め 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 を

充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

５ 結 論

１ か ら ４ ま で に お い て 述 べ た よ う に 、 本 件

事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0 条 各 号 の 要 件 を 充 足

す る と 判 断 さ れ る 。

以 上 の 理 由 に よ り 、 本 件 事 業 に つ い て 、 土

地 収 用 法 第 2 0 条 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 の 認 定



- 12 -

を す る も の で あ る 。

第 ５ 土 地 収 用 法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 図 面 の 縦 覧 場 所 神 奈 川 県 茅 ヶ 崎 市 役 所


